
物件番号 1 91円

設置施設

開設期間

貸付期間

貸付面積 自販機機能 通常型

販売品目

販売実績

・回収ボックスの設置、容器の回収については、指定管理者と協議の上実施すること。

担当部署

１．０㎡

【 物件調書 】

最低入札価格（総額・税抜）

十和田市営宇樽部キャンプ場　シャワー棟（軒下）

令和７年度実績　4月26日～11月9日
※気象条件その他の理由により、期間の変更及び臨時休業する場合がある。）

令和８年４月1日から令和９年３月31日（12ヶ月）

特記事項

・現在設置されている自動販売機は３月末に撤去される。

・施設閉場期間については、自動販売機を設置し続けても、撤去しても構わない。

商工観光課　　 電話0176-51-6772　 　FAX0176-22-9799

・設置や搬入等は担当部署等と協議し、施設の管理・運営に影響がないよう配慮すること。

・本施設は、指定管理者が管理する施設である。

・清涼飲料水、乳及び乳製品、ペットボトル、瓶、缶

　令和７年度実績（令和７年4月～11月）　　2,687　本

十和田市営宇樽部キャンプ場 シャワー棟（軒下） 設置個所平面図
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